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１．はじめに 

今後、老朽化した下水道管きょの急増に伴い、道

路陥没や下水道サービスの停止といった社会活動や

日常生活に重大な影響を及ぼす事故の発生が懸念さ

れる。これらの事故を未然に防止すべく、予防保全

のための維持管理計画の策定とそれに基づく適切な

改築、修繕の実施が自治体の重要課題となっている。

一方、自治体の財政難も相まって管きょの年間調査

率は総延長の1％と低調な数字になっており、管きょ

のより効率的な調査手法が求められている。 

また、施設の延命化を図るためには、現状の劣化

状態（健全度）を正確に把握する必要があるが、管

きょ残存延長の約6割を占める塩化ビニル管につい

ては、他の管種と比べ不具合に関する知見が少なく、

劣化のメカニズムが不明であり、適切な劣化判定基

準がないことが懸念されていた。 

これらの状況を踏まえ、国総研では管きょの致命

的損傷の発生を未然に防ぐ予防保全のための維持管

理の推進と適切な改築、修繕の実施に向けて、①管

口カメラを活用したスクリーニング手法の検討、②

塩化ビニル管等の劣化判断の標準化を進めてきた。 

  

２．管口カメラを活用したスクリーニング手法検討  

 管口カメラとは伸縮可能な操作棒の先にカメラと

ライトをつけた調査機器である（写真１）。マンホ

ールに挿入することで、調査者が地上にいながらズ

ーム機能を使って管内を点検・調査するものであり、

既存の詳細調査（TVカメラ調査）に比べ安価で、短

期間に多くの管きょを調査することが可能である。

国総研では、実験装置を用いて管口カメラの視認範

囲を把握するとともに、国総研が所有するTVカメラ

調査結果のデータから、管きょ内に発生した不具合

の傾向を明らかにし、どの程度を管口カメラで確認

できるか評価した。これらの結果をもとに、既存の

詳細調査（TVカメラ調査）と管口カメラ調査を組み

合わせた体系的なスクリーニング手法のあり方につ

いて検討を行い、調査精度、日進量及び費用等の観

点から、より効率的な診断手順のあり方として取り

まとめた。 

 

３．塩化ビニル管等の劣化判断の標準化 

国総研では実験により、不具合を有する塩化ビニ

ル管の性能把握を行うとともに、既存のTVカメラ調

査結果等より塩化ビニル管に発生する不具合（写真

２）を項目別・発生箇所別に整理し、塩化ビニル管

の判定基準(案)を作成中である。判定基準（案）で

は、従来の鉄筋コンクリート管の判定基準に代わり、

軸方向に発生するクラックや塩化ビニル管特有の事

象である扁平、変形の評価方法を新たに盛り込むこ

ととしている。本検討の成果は現在、改訂を検討中

の下水道維持管理指針へ提案することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

これらの研究成果の活用により、道路陥没に代表

される下水道管きょの致命的な損傷の回避、長寿命

化、維持管理コストの縮減が期待される。 

写真 写真 写真 

写真１ 管口カメラ  写真２ 塩ビ管の破損事例 
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１．研究の背景 

社会資本ストックの高齢化に伴い、戦略的維持管

理によるストックマネジメントの重要性が指摘され

ているが、その実行には、維持管理業務の担い手確

保が前提となる。一方、近年、国交省直轄工事にお

ける契約の不調・不落件数（応札者がいない、もし

くは応札価格が予定価格を上回り契約が不成立・や

り直しとなる件数）の約1/4は、維持修繕工事が占め

ており、社会資本のストックマネジメントを着実に

実施する上で、維持管理業務の調達方法に関する調

査研究は重要なテーマとなっている。 

２．維持管理業務の受託契約における現状の課題 

表は、道路・河川分野での受注者側から見た維持

管理委託契約における現状の課題を、これまで実施

してきた維持修繕工事に関するアンケート調査に基

づき整理したものである。受注者側から維持管理業

務の課題として挙げられた内容は、積算内容（現場

実態と積算との乖離）に関するものと、契約手法自

体の見直しにより改善可能なものの、大きく2種類に

分類できると考えている。 

３．研究対象と方向性 

本研究では、上記に示す課題のうち、後者の契約

手法自体の検討により解決が可能となるものを主な

研究対象として、社会資本のストックマネジメント

を安定的に実行し得る持続可能な維持管理調達シス

テムを実現するための調査研究を実施している。こ

れまでは、暖冬少雪下における除雪工の調達のあり

方についての検討1)や、契約や積算プロセスにおけ

る不確実性に起因するリスク要因の取り扱い手法に

関する検討等を行ってきた。さらに、図に示すよう

な、最近、国内でも数多くの具体的事例がみられ 

表 維持管理業務の委託契約における主な課題（受

注者側を対象としたアンケート結果） 

契約段階 現状の課題 

入札時 

緊急時の迅速対応 

資格要件の確保 

現場代理人・監理技術者（配置）の拘束 

工事内容が未確定 

気象・災害など不可抗力のリスク負担 

インセンティブとなる魅力のある業務（工事

規模・業務内容等） 

契約期間中 

現場実態と積算との乖離（待機コスト、小規

模・分散した複数現場を含む工事の積算等） 

追加工種への対応 

複数年契約における変更手続き 

その他 人員の高齢化・後継者不足 
  

直轄維持工事
補修・除雪

直轄維持工事
の一部試行

包括的民間委託（下水道）
第三者委託（上水道）

単年度・
分離発注

単年度
一括発注

複数年度
一括発注

成果管理型
（性能規定型）
維持管理契約

←中間型→

成果管理型
（性能規定型）
維持管理契約

欧米方式←中間型→

＋法律行為事実行為

分離発注 複数業務一括発注

←中間型→

性能発注仕様発注

単年度発注 複数年度発注

現　状

範

　囲

　大

範

　囲

　小

従来型

 
図 維持修繕工事における包括的な業務委託（業務範

囲拡大）のイメージ 

 

ている、業務範囲を拡大した包括的な維持管理業務

委託に着目し、その契約手法の効果や課題等の調

査・検証を行っている。 

４．今後に向けて 

 引き続き関係部局と連携し、これまでの施策の効

果や課題の検証に努めるとともに、地方自治体や国

外等で先行して見られる契約事例も参考としながら、

維持管理業務の円滑な実施に向けた委託契約方法に

ついて検討し、提案していきたいと考えている。 
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